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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案   

第1軍内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）に着目する意義  第1章内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）に着目する意義  

平成17年4月に、日本内科学会等内科系8学芸が合同でメタポリツウシンドロームの   平成17年4月に、日本内科学会等内科系8学会力く合同でメタボー」ックシンドロームの   

疾患概念と診断基準を示した。   疾患概念と診断基準を示した。   

これ軋内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態  これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態   
であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、  ぐあり、それぞれが重複した堤合は、虚血性心疾患、貼血管疾蚕室の発症リスクが高＜、．   

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本  

としている。   

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま  

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等  

の心血菅疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症  

化を予防することは可能であるという考え方である。   

内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪  

の蓄積、休重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血  

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血菅疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全  

などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ  

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやす＜、生活習慣の改善に向けての  

明確な動機づけができるようになると考える。  

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本  

としている。   

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま  

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等  

の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症  

化を予防することは可能であるという考え方である。   

内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪  

の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧なとの上昇をもたらすとともに、様々な形で血  

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血菅疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全  

などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ  

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての  

明確な動機つけができるようになると考える。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

第2章 健診の内容   

（1）健診項目（検査項目及び質問項目）  

第2章 健診の内容   

（1）健診項目（検査項目及び質問項目）  

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ   

タポリツウシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす  

る者を的確に抽出するための健診項目とする。  

○ また、質問項目は、①生活雷慣病のl」スクを評価するためのものであること、②保   

健指導の階層化と健診結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す  

るものであることという考え方に基づ＜ものとする。  

○ なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施され   

てきている他の健康診断・健康診査等（介護保険法に基プく地主或支援事業を含む）と  

の関係について整理することが必要である。  

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ   

タポリツクシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす  

る者を的確に抽出するための健診項目とする。  

○ また、質問項目は、①生活習慣病のリスクを評価するためのものであること、②保   

健指導の階層化と健診結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す  

るものであることという考え方に基づくものとする。  

○ なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施され   

てきている他の健康診断・健康診査等（介護保険法に基づく地域支援事業を含む）と  

の関係について整理することが必要である。  

2）具体的な健診項目   

「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的  

に受ける卿多」の項目を以下のとおりとする（匪匝∃参照）。   
なお、現行の健康診断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実   

施万策等について検討を行うことが必要である。  

①基本的な健診の項目  

質問項目、身体計測（身長、体重、BMl、腹囲（内臓脂肪面積））、理学的検査（身   

体診察）、血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、HDLコL／ステロール、LDLコレ  

ステロール）、肝機能検査（AST（GOT）、AL T（GP T）、γ一GT（γ－G   
TP））、血糖検査聯糖、尿軍白）  

②詳細な健診の項目  

心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、血色素量〔ヘモク0ピン値〕、ヘマ   

トクリット値）のうち、現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏   

まえた一定の基準（匝重責互）の下、医師が必要と判断したものを選択   

（認その他の健診項自  

4Q～了4歳を対象とする曜康診査においては、それぞれの法令の趣旨、目的、制   

度に基づき、①の革本的な健診項目以外の】頁目を実施する。  

2）具体的な健診項目   

「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的  

に受ける監塾脚）」の項目を以下のとおりとする（匝垂ヨ参照）。   
なお、現行の健康診断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実   

施方策等について検討を行うことが必要である。  

①基本的な健診の項目  

質問項目、身体計測（身長、体重、8Mi、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧   

測定、血液化学検査（中性脂肪、HDLコL／ステロール、LDLコL／ステロール）、肝   

機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（r－GTP））、腎機能検査（血   
清クレアチニン）、血糖検査（空腹時又は随時）㌧卜他AIc検査、皿渾尿酸検査  

②詳細な健診（精密健診）の項目  

心電図検査、眼底検査㈱、貧血検査（赤血球数、血色   

素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値）のうち、現行の老人保健事業での基本   

健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準▼（匪垂亘）の下、医師が必要与判  

断したものを選択  

3）質問項目   

基本的な健診の項目に含まれる質問項目を匝亘司とする。  
3）質問頃日   

基本的な健診の項目に含まれる質問項目を   



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案  

4）項目の定期的な見直し   4）項目の定期的な見直し   

健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究責補   健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究費捕   

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づ＜、健診項目とするような  助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に茎つく、健診項目とするような   

体制の在り方について検討する。  体制の在り方について検討する。  

（参考）現在の質問項目等について  （参考）現在の質問項目等について  

①臥保健法による保健事業におlフる基本健康診亘の閉講呂（規定の症状、既往歴、軍略  

嗜好、過去の健康診査受診状況等）－－異体的項目なし（※）  I  

※ 65歳以上の蓄に対しては、∩護予防のための生活機能評価に関する基本チェックリスト（25項  
目）が定められている。  

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票  

③ 労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚   

症状）－一兵体的項目なし  

など、制度ことに様々である。さらに、国民健康・栄責調査なども含め他の調査においても、  

質問内容が異なっている。   

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。  

※ 65歳以上の蓄に対しては、介護予防のための生活機首旨評価に関する基本チェックリスト（25項層）  
が定められている。  

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票  

③ 労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症   

状）－一具体的項眉なし  

など、制度ことに様々である。さらに、国民健康■栄養調査なども含め他の調査においても、質  

問内容が異なっている。   

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。  

喫煙についての質問内容   

（1）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容   
1 現在の喫煙について ロ吸っている ロ過去に吸っていた ロ吸わない   
2 吸い始めた年齢は  （ ）歳   
3 たばこをやめた年齢は （ ）歳   
4 1日の喫煙本数は  （ ）本   

（2）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（～H14）と同様〉  
r喫煙について」  

① 以前から（ほとんど）吸わない  
② 以前は吸っていたが今は吸わない  
③ 現在喫煙している  
④ ②、③に回答した場合→平均00本（一日あたり）・喫煙歴00年   

※ 留意事項（「第5次循環器疾患基礎調査」より）  
「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい  
ない者も含める。  
「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1年以上）吸っていた経験  

があり、現在吸わない者をいう。  

（3）国民健康・栄養調査（H15～）の質問内容  
・「あなたは、これまでlこたばこを吸ったことがありますかJ   
l 合計100本以上、又は6ケ月以上吸っている（吸っていた）   
2 吸ったことはあるが合計100本末溝で6ケ月末斉である   
3 まったく吸ったことがない  

t「現在（この1ケ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印   
をつけてください。j   

l 毎日吸う   
2 ときどき吸っている   
3 今は（この1ケ月間）吸っていない   
※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計100本以上、又は6ケ月以上吸ってい  

る者」のうち、現在（この1ケ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」看である。   

喫煙についての質問内容   

（1）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容   
1 現在の喫煙について ロ吸っている ロ過去に吸っていた ロ吸わない   
2 吸い始めた年齢は  （ ）歳   
3 たばこをやめた年齢は （ ）歳   
4 1日の喫煙本数は  （ ）本   

（2）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（一日14）と同様）   
「喫煙について」  
① 以前から（ほとんど）吸わない  
② 以前は吸っていたが今は吸わない  
③ 現在喫煙している  
④ ②、③に回答した場合→平均00本（一日あたり）、喫煙歴00年   

※ 留意事項（「第5次循環器疾患基礎調査」より）  
「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい  

ない者も含める。  
「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1年以上）吸っていた経験  

があり、現在吸わない者をいう。  

（3）国民性康■栄養調査（H15～）の質問内容  
・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。J   
l 合計100本以上、又は6ケ月以上吸っている（吸っていた）   
2 吸ったことはあるが合計100本末溝で6ケ月末溝である   
3 まったく吸ったことがない   

・「現在（この1ケ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印   
をつけて〈ださい。」   
1 毎日吸う   
2 ときどき吸っている   
3 今は（この1ケ月間）吸っていない   
※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計†00本以上、又は6ケ月以上吸ってい  

る者」のうち、現在（この1ケ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」看である。  
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（2）健診項目の基準値等の標準化   （2）健診項眉の基準値等の標準化  

1）基本的考え方   

○ 現行の健診では、健診の実施機関ことに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基  
準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比  

較を行うことは困難である。  

○ 一方、今後の新たな健診では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険者  
の健吉多結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし  
てい＜ことが必要となるため、共通の†建診判定値の設定や健診検査項目毎の検査測定   

値の標準化が必要である。  

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドロ  
ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を   

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、   

定期的に見直しを行うシステムが必要である。  

1）基本的考え方   

○ 現行の健診では、健診の実施機関ことに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基   

準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比  

較を行うことは困難である。  

○ 一方、今後の新たな健診では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険考   
の健診結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし   
ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健診検査項目毎の検査測定   

値の標準化が必要である。  

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症侯群（メタポリツクシンドロ   
ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を   

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、  
定期的に見直しを行うシステムが必要である。  

2）具体的な標準化の内容  

①血液検査   

○ 現在検討されている健診の血液検査旦項目（下記〉については、独立行政法人産業  

技術総昌研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成20年度までに標準物質の  

開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。  

※ 現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議喜（JCCLS）、独立行政法人産業技術総合  

研究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。  

〔血液検蛮8項目】  

脂質 （①中性脂肪、②HDLコL／ステロール、③LDLコレステロ－）L，）  

肝機能（④AST（GOT）、⑤ALT（GPT）、⑥γ－GT（r－GTP））  

その他（金血糖、塾HbAIc）   

2）具体的な標準化の内容  

①血液検査   

○ 現在検討されている健診の血液検査ユ旦＿項目（下記）については、独立行政法人産  

業技術総苗研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成20年度までに標準物質  

の開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。  

※ 現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（JCCLS）、独立行政法人産業技術紙合研  

究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。  

〔血5夜検喜10工百日】  

脂質 （①中性脂肪、②HDLコL／ステロール、③LDLコレステロール）  

肝機能（④AST（GOT）、⑤ALT（GPT）、⑥r－GT（r－GTP））  

腎機能（⑦血清クレアチニン）  

その他（虚血糖、＠HbAIc、盈血清尿醍）  
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l  ○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判   ○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判   

断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbAIc  断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbAIc   
であれば、5．5％（境界型の判定）及び6．1％（糖尿病聖の判定）の標準値）。  であれば、5．1％（境界型の判定）及び6．1％（糖尿病型の判定）の標準値）。  

用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。  しらを用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。   ノ  
血清クレアチニン、血清尿酸lこついては平成19年度までに標準物質が産業技術総合研究所から提示  

される予定であり、これらを利用した精度管理が可能になり、また、血清尿酸についてはすでにJCC  ○ 平成20年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、  

LSから標準物質が市販されていると聞いている。   ‘  原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理を  
行うことが必要である。  

②血圧測定、腹囲計測  

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・   

栄養調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（匝亘司）。   

3）学会ガイドラインとの整合性   

内臓脂肪症侯群（メタポリックシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判   

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす   

る。  

○ 平成20年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、   
原貝りとして、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理  

を行うことが必要である。   

②血圧測定、腹囲計測   

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・   
栄薫調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めてい＜（匪垂画）。  

3）学芸ガイドラインとの整合性   

内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判   

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす   

る。  
4）基準値等の定期的な見直し   

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研   

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする   

ような体制の在り方について検討する。   

※ 異体由な健診項目ことの標準的な測定方法、判定基準については匪麺照。   

4）基準値等の定期的な見直し   

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研   
究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする   

ような体制の在り方について検討する。  

※ 具体的な健診項自ことの標準的な測定方法、判定基準については密参乳．  
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第3章 保健指導対象者の選定と階層化   

（1）保健指導対象者の選定と階層化の基準  

1）基本的考え方  

生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の選定   

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確   

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな   

る。  

2）具体的な選定・階層化の基準  

（D内臓脂肪聖肥満を伴う場合の選定 ▼■  

内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓   

脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス   

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。  

②内臓脂肪型肥満を伴わない湯昌の選定  

腹囲計測によって内臓脂肪聖肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ   

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること   

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す   

ることができるようにする。  

③健診項目の判定基準   

「健診項目の基準値等の標準化」にフいては馳   

第3享 保健指導対象者の選定と階層化   

（1）保健指導対象者の選定と階層化の基準  

1）基本的考え方  

生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の選定   

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確   

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな   

る。  

2）具体的な選定・階層化の基準  

①内臓脂肪聖肥満を伴う場合の選定  

内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓  

脂肪症侯群（メタポリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス  

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。  

②内臓脂肪聖肥満を伴わない場合の選定  

腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ  

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること  

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す  

ることができるようにする。  

③健診項目の判定基準  

「健診項眉の基準値等の標準化」と同様に以下のようにする。  

情報提供  空腹時血糖iOOmg／dl未満、随時血糖140mg／d）未満、かつ、HbAIc5．5％ 未満  

保健指導  

き受診勧奨  

空腹時血糖100mg／dl以上126mg／dl未満、随時血糖140mg／dl以上180mg／dl  

未満、又は、HbAIc5，5％以上6．1％未満  

空腹時血糖126mg／dI以上、随時血糖180mg／d】以上、又Jま、HbAIc6．1％以上  

脂 質（中性脂肪、HDLコレステロール）  

情報提供  中性脂肪150mg／dl未満、かつ、HDLコレステ⊂仁一ル40mg／d7以上  

保健指導  

l受診勧奨   

中性脂肪150mg／dl以上、又は、HDLコL／ステロール40mg／dl未満  

（同上）中性脂肪150mg／dl以上、又は、HDLコレステロール40mg／d7未満  

情報提供  収縮期血圧130mmHg未満、かつ、拡張期血圧85mmHg未満  

煤塵要旨導   

1受診勧奨  

収績朋血圧130mmHg以上140mmHg未満、又は、拡張期血圧85mmHg以上  

90mmHg未満  

収縮期血圧140mmHg以上、又は、拡張期血EE90mmHg以上  
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LDLコレステロール  

情報提供  120mg／dl未満  

保健指導  120mg／d】以上140mg／dl未満  

受診勧奨  ．140mg／dl以上  

肝  

】        l  

7．0mg／dl未満  情報提供  

保健‡旨導  7．0mg／dl以上8．Omg／dl未満  

8．Omg／dl以上  受診勧奨  

輝の変更   

健診結票による階層化を行った笹、御嘩指導   

の対象者区分の変更‡を行う。  

4）文卿   
対卑吾が現在医郵紺台療を行っている場合の保健指乳こついては、事例毎   

二ぷ仁喜き－一誌えた＿トて、ヨ、甘匡としミ、ミニ印し丁しエ！こ丘皇こ三選望注⊥．」   
纏こおlナる生活習†貫病管理料や萱‡里   

異才壬による外来栄♯食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極軋こ活用することが望   

垂れる。   
また、医療保険者は、髄れる。   
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（2）保健指導対象者の選定と階層化の方法  

1）基本的考え方  

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が   
増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやす＜なる。このため、保健指導   

対象者の選定臥内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。   

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを   設定してい＜如亨った方   
面場長昭じた保健指導レベルの設定をし   

ていく㌧  

○ その際、効果的∵効率的に保健指導を実施レ岬   

できる者を明確にし、僻  

○ 部面   

二三ゴミ 

2）具体的な選定・階層化の方法   

ヒモ．十“！1   
0 腹囲とBMlで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する   

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm  －→（1）   

・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMl≧25→（2）  
澄」1）、（2）以外の書への対応については、3）啓憲事項参照  

区三三±召   

○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。   
○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の判定項目、④はその他の   

関連リス・クとし、④喫煙歴については①から③のリスクが1つ以上場合にのみをカウ  

ントする。  

（2）保健指導対象者の選定と階層化の方法  

1）基本的考え方  

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が   
増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやす＜なる0このため、保健指導   
対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とt」スク要因の数に書目することが重要となる。   

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを  

設定していく。  

○ 

三   

保健指導と‡なる。  

2）具体的な選定・階層化の方法  

匡≡夏∃可   

○ 腹囲とBMlで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する   

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm  →（1）   

・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMT≧25→（2）  

∵（1）、（2）以外 →（3）  

匡三≡廻   

○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。   
○ ①～③は内臓脂肪症候群・（メタポリックシンドローム）の判定項目、④～⑥はその   

他の関連リスクとし、④～⑥については①～③のリスクが1つ以上の場合にのみカウ  

ントする。  

①血糖 
地  

c HbAIc  
d薬剤治療を受けている場合（質問票より）  l  

b HbAIcの場合  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

a中性脂肪  150mg／dl以上 又は  
bHDLコレステロール 40mg／dl未満 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

a収縮期  130mmHg以上 又は  
b拡張期  85mmHg以上 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

喫煙歴あり  

a中性脂肪  150mg／dl以上 又は  
bHDLコL／ステロール 40mg／dl未満 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

a収縮期  130mmHg以上 又は  
b拡張期  85mmHg以上 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

120mg／dl以上   
喫煙歴あり  

7．0mg／dl以上  

④LDLコレステロール  
⑤質問票  
⑥血清尿酸  み質問票   
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扶テツプ3   ステップ3   

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分け   ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分け   

（1）の場合   （1）の場合   

立二盈のリスクのうら   血＝塵のリスクのうら  

追加リスクが 2以上の対象者（内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）   追加リスクが 2以上の対象者は  積極的支援レベル  

基準適合者）は  積福昌勺支援レベル   1の対象者は  動機づけ支援レベル   

○又は1の対象者は  動機づけ支援レベル  とする。   0の対象者は  情報提供レベル  こ9■む。   

（2）の場合   

包＝塵のリスクのうち   

追加リスクが  3以上の対象者は  積極的支援レベル  

1又は2の対象者は  動機づけ支援レベル  
○の対象者は  情報提供レベル  

（2）の場合   

＆＝盈のリスクのうち   追加リスクが 3以上の対象者は  

1又は2の対象者は  

○の対象者は   

（3）の場合   

のγ＠のリスクのうら   

追加l卯           1か、ら3の対象者 

は  

0の対象者は  

＿三」．＿・主しニゴ買主⊂・宝沌＿エご．し「け挙指．≒日工  

の病態に応じた対応が必要月  

積極的支援レベル  
動機づけ支援レベル  

情報提供レベル  とする。   とする。  

郷支援レ生起  
藍遭三阜一二王盛上・ニ⊥  
時報提供レ帖 とする9   

己目的としたプログラムではなく、個人個人  

ステップ4  
生活習慣改善の必要性を判定し㌧健診結果の保健指導  同時に実施する質問票サを用い、   

L∴辿二」盲i腎計ミ撰し口重、吉コミ†事＝で蔓ご1や軍誓＼ナ正・針鼠－こつ、ら、旦生玉立埋立謹皇豊⊥エ辿  
そ決定する。  

※1生活習慣改善の必要性を判断するための質問票   

畳屋盈旦   はい  いいえ   製亙   

1．20歳の時の体重から10kg以上増加している   はい（1点）いいえ（0点）  ⊥貞   

21回30分以上の軽＜汗をか＜運動を週2日以上、1年  はい  いいえ  
以よ室塵   はい  いいえ   「いいえ  

3 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間  はい  いいえ   旦 

以土星温   
4．局世代の同性と比較して歩＜速度が遠い   

5．たばこを限っている   はい（1点）いいえ（○点）  ⊥畠   

旦＿畠   

星臥本宵闇＃は自記式を窄定しており、国書の醍の日安については、別途G埠Aを作成レ、提示し  

てい＜。  
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※2隠診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点毒針こよる保健指導の判定  
【ステップ4  

〇重圧降下剤等を媚薬中の買電票等において把握）については、継続的に医療  

機を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関  
において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保  

険者による特定保健指導の対象としない。  

矢原機関においては、生活習慣病管理料、管理栄養士による外来栄責寅事指導料、  

・  集甘栗責食事指導料等を活用することが望ましい。  

なお、特保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減  
少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼文は、了解の下に、保健  
指導を行うことができる   

※∈ロの該当者につし1ては、状況を確認の上、医療機関受診を検討する。  

○市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼文は、了解の下に、医療保険者  
対象者が医療機関で治療中の場合も、医療機関と連携を図り、医療機関で保健指導が  

十分できない場合等には、主治医の指示の下、必要な保健指導が確保されるよう調整を  
と連携し、健診データ・レセプトデータ等に墨つき、必要に応じて、服薬中の者の  

行うことが望ましい。  住E引こ対する保健指導を行うべきである。  

なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬上の生活習慣病管理料や管理業責  

土による外来栄養食事指導料、集団栄責貴事指導料等を積極的に活用することが望まれ  ○前期高齢者（65歳以上75歳末満）については、①予防効果が多く期待できる   
亘」  

また、医療保検蓄は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。   
65読までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、②日常生  

活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOLの低下に配慮した生活習慣の改善が重要   

（例二高血圧の治療中であっても、血糖にリスクカてある場合は、糖尿病予防のための保   であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機つけ支援とす   

健指導が必要であり、医療機関と連携した上で、必要な保健指導が確保されるよ  量」．．  
う言局整することが重要。）  

至純な健弦（精密健診）   ．＝誓．  3）留意事項  

現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準の下、  ○ 医療保険者の判断により、動機つけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、   
重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診（精  保健指導を実施することができる。  
密健診）として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に行うこととする。  

匡夏蚕窒  ○市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、健診結果等のから、医療  
検査結果力て、  機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対   

の血糖   a空腹時血糖  126mg／dl以上又は  策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきであるb  
b随時血糖の場合  180mg／d】以上又は  
cHbAIc   6．1％以上  

②脂質  a中性脂肪  150mg／dl以上又は  ○特定保健指導の対象者のうら「積極的支援」，が非常に多い場合は、健診結果、質問  

bHDLコレステロール40mg／dl未満  票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大き＜期待できる者を明確にし、優   
③血圧   a収縮期   140mmHg以上又は  先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第3編参照）。   

b拡張期  90mmHg以上  
4血清尿酸   8．0mg／dl以上  

⑤LD」コレステロール 140mg／dl以上  ○保健指導を実施する際に、健診機関の医師が医療機関を直らに受診する必要がある  

と判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合  

の場合で、海原が行われていない場昌は、心血菅病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重  は、心血菅病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であ  
症化予防）のために治療が必要であることを指導し、治療の中断による重症化が起きな  ることを指導することが重要である。   
いよう保健指導を継続することが重要である。  

なお、治厚中であっても重症化を予防するためには生活習慣の改善が重要であること  
から、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理宋  

責士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望ま   進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療の継続が必要であることを  
指導することが重要である。  




